
    

 

 

 

特定健康診査等実施計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月    

    

鴻鴻鴻鴻    巣巣巣巣    市市市市    



目目目目            次次次次    

    

序章序章序章序章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

１１１１    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの導入導入導入導入のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 1 1    

２２２２    内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群にににに着目着目着目着目するするするする意義意義意義意義    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    2222    

３３３３    特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査・・・・特定特定特定特定保健指導保健指導保健指導保健指導のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2 2 2    

４４４４    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    4444    

５５５５    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    4444    

６６６６    特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画のののの公表公表公表公表・・・・周知周知周知周知    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    4444    

第第第第１１１１章章章章    鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市のののの現状現状現状現状    

１１１１    国民健康保険被保険者国民健康保険被保険者国民健康保険被保険者国民健康保険被保険者のののの状況状況状況状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    5555    

２２２２    生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの医療医療医療医療のののの状況状況状況状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    8888    

３３３３    基本健康診査基本健康診査基本健康診査基本健康診査のののの受診状況受診状況受診状況受診状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16161616    

第第第第２２２２章章章章    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施目標実施目標実施目標実施目標    

１１１１    目標設定目標設定目標設定目標設定のののの考考考考ええええ方方方方    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11118888    

２２２２    鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市のののの達成目標達成目標達成目標達成目標    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11118888    

３３３３    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施者数実施者数実施者数実施者数のののの推計推計推計推計    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11119999    

第第第第３３３３章章章章    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施実施実施実施    

１１１１    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22222222    

２２２２    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22224444    

３３３３    実施実施実施実施におけるにおけるにおけるにおける年間年間年間年間スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22228888    



第第第第４４４４章章章章    特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等のののの記録記録記録記録のののの管理管理管理管理とととと個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護                

１１１１    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導ののののデータデータデータデータ管理及管理及管理及管理及びびびび保存保存保存保存    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22229999    

２２２２    他他他他のののの健康診査等健康診査等健康診査等健康診査等のののの記録記録記録記録のののの受受受受領方法領方法領方法領方法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29292929    

３３３３    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29292929    

第第第第５５５５章章章章    特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画のののの評価及評価及評価及評価及びびびび見直見直見直見直しししし        

１１１１    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30303030    

２２２２    具体的具体的具体的具体的なななな評価評価評価評価    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30303030    

３３３３    評価評価評価評価のののの実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30303030    

４４４４    報告及報告及報告及報告及びびびび見直見直見直見直しししし    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31313131    

第第第第６６６６章章章章    そのそのそのその他円滑他円滑他円滑他円滑なななな事業事業事業事業実施実施実施実施のためののためののためののための事項事項事項事項        

１１１１    がんがんがんがん検診等検診等検診等検診等とのとのとのとの連携連携連携連携    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33332222    

２２２２    後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者のののの健康診査健康診査健康診査健康診査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32323232        

    

資資資資    料料料料    編編編編    

１１１１    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの医療医療医療医療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34343434    

２２２２    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査のののの外部委託外部委託外部委託外部委託にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37373737        

３３３３    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの外部委託外部委託外部委託外部委託にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39393939    

４４４４    特定健康診査受診券特定健康診査受診券特定健康診査受診券特定健康診査受診券    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43434343    

５５５５    特定保健指導利用券特定保健指導利用券特定保健指導利用券特定保健指導利用券    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45454545    

６６６６    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする規定規定規定規定    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47474747    

        

    



 

 - 1 - 

序序序序    章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    
 

１１１１    特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの導入導入導入導入のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

 我が国は、国民皆保険制度のもと、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達

成してきた。しかし、高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に

占める悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増

加し、死亡原因でも生活習慣病が約６割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合

も国民医療費の約３分の１となっている。 

生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子であ

る糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、また、

その発症前の段階である内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）が強く疑わ

れる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも４０歳以上では高く、

男性では２人に１人、女性では５人に１人の割合に達している。 

国民の、生涯にわたって生活の質の維持・向上のためには、糖尿病、高血圧症、

脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置いた取り

組みが重要であり、喫緊の課題となっている。 

このような状況に対応するため、平成２０年４月に施行される高齢者の医療の確

保に関する法律に基づいて、保険者は４０～７４歳の被保険者及び被扶養者に対し、

内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の生活習慣病予防のための健康診査（以下「特

定健康診査」という。）及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対

する保健指導（以下「特定保健指導」という。）を実施することが義務化された。 

国は、平成２５年度からは、「特定健康診査の実施率」、「特定保健指導の実施

率」、「内臓脂肪症候群の該当者及び予備群の減少率」の３つの指標を基に、各医

療保険者における後期高齢者支援金の加算・減算（±１０％）を行うこととしてい

る。 

これらの取り組みにより、平成２７年度には、平成２０年度と比較して、内臓脂

肪症候群該当者及び予備群を２５％減少させることが示された。 



 

 - 2 - 

２２２２    内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群にににに着目着目着目着目するするするする意義意義意義意義    

 平成１７年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同で内臓脂肪症候群の疾患

概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を惹き

起こす病態であり、それぞれが重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症

リスクが高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られる

という考え方を基本としている。 

 内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧は予防可能であり、また、

発症した後でも血糖、血圧等をコントロールすることにより、狭心症等の心疾患、

脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進行や重症化を予防

する事が可能であるという考え方である。 

 内臓脂肪症候群の概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、体重増加が血糖

や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、動脈

硬化を引き起こし、心疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因

となることを詳細にデータで示すことができるため、特定健康診査受診者にとって、

生活習慣と健康診査結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向

けての明確な動機付けができるようになると考えられる。 

 

３３３３    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 これまでの健康診査・保健指導は、個別疾病の早期発見、早期治療が主な目的と

なっており、そのため、健康診査後の保健指導は「要医療」となった者に対する受

診勧奨を行うこと、及び「要指導」となった者への糖尿病、脂質異常症、高血圧等

の疾患を中心とした保健指導を行ってきた。 

 特定健康診査・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となってい

る生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少さ

せることが目的となる。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、特定健康

診査を個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容* につながる特

定保健指導を行うものとする。  

*行動変容 生活習慣や行動の変化をいう。 
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 これまでの健診・保健指導 これからの健診・保健指導 

健診・保健

指導の関係 
健診に付加した保健指導 

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のた

めの保健指導を必要とする者を抽出する健診 

特 徴 プロセス（過程）重視の保健指導 結果を出す保健指導 

内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容 

目 的 個別疾患の早期発見・早期治療 リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士

等が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行う 

自己選択と行動変容 

内 容 
健診結果の伝達、理想的な生活習

慣に係る一般的な情報提供 
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解

し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる 

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化

された保健指導を提供 保健指導 

の対象者 

健診結果で「要指導」と指摘され、

健康教育等の保健事業に参加した者 リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて

「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」を行う 

方 法 

一時点の健診結果に基づく保健指

導 

画一的な保健指導 

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保

健指導 

データ分析等を通じて集団としての健康課題を

設定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施 

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフ

スタイルを考慮した保健指導 

アウトプット（事業実施量）評価 アウトカム（結果）評価 
評 価 

実施回数や参加人数 糖尿病等の有病者・予備群の２５％減少 

実施主体 市町村 医療保険者 

    

特定健康診査から特定保健指導の流れ 

４０歳以上７４歳以下の国民健康保険加入者 

 
   

特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査受診受診受診受診    

 

 

 

生活習慣改善の 

必要性が 

生活習慣改善の 

必要性が 

生活習慣改善の 

必要性が 

低低低低いいいい人人人人  中程度中程度中程度中程度のののの人人人人 

 

高高高高いいいい人人人人 

 

 

 

情 報 提 供 

特定健康診査の受診者全員に対し、健診結果の提供にあわせて、自分の身体状況や個別の生活習

慣に即した生活習慣病予防のための情報を提供する 

 

 

 

特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導    

 

動機付動機付動機付動機付けけけけ支援支援支援支援    積極的支援積極的支援積極的支援積極的支援    

自分の生活習慣の改善点に気づき、目標

を設定して行動に移すことができるよう

な支援を行う 

 
生活習慣の改善に向けた個別の目標を設

定し、具体的な行動の継続を主体的に取

り組むことができるように継続して支援

を行う 

 

 

 

対象者ごとの評価 

    

最新の科学

的知識と、

課題抽出の

ための分析 

行動変容を

促す手法 

結果に基づいて 

判定 
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４４４４    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

 この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条により、医療保険者に策

定が義務づけられ、同法第１８条特定健康診査等基本指針に基づき、鴻巣市国民健

康保険が策定するものである。計画の策定にあたっては、埼玉県医療費適正化計画

及び鴻巣市健康増進計画等と整合性を図るものとする。 

 

５５５５    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

 この計画は５年を１期とする。第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、５

年ごとに見直しを行う。 

 

６６６６    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査等実施計画等実施計画等実施計画等実施計画のののの公表公表公表公表・・・・周知周知周知周知    

 高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第３項に基づき、特定健康診査等実施

計画を広報紙及びホームページ等に掲載する。 
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図 １　　　　国民健康保険加入者の推移

0人

20,000人

40,000人

60,000人

80,000人

100,000人

120,000人

140,000人

資料：人口（各年1月1日現在）埼玉県総務部統計課

 　　　被保険者（各年5月31日現在）埼玉県国民健康保険団体連合会

29.00%

30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

34.00%

※この計画で示す平成15～17年までは合併前の旧市町集計

 　「旧鴻巣市H15についてはH15.8.31現在（国保連合会加入による）」

人　口(人） 121,162 120,877 120,768 120,828 120,919

被保険者（人） 37,323 38,395 39,131 39,301 39,453

国保加入率 30.80% 31.76% 32.40% 32.53% 32.63%

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

第第第第１１１１章章章章    鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市のののの現状現状現状現状    

    

１１１１    国国国国民健康保険被保険者民健康保険被保険者民健康保険被保険者民健康保険被保険者のののの状況状況状況状況    

 鴻巣市の総人口（外国人登録人口を含む）の推移は、平成１６年（合併前の吹上

町・川里町を含む）の１２０，８７７人から平成１９年の１２０，９１９人とほぼ

横ばいの状況である。 

国民健康保険加入者の推移をみると、被保険者数は、平成１５年の３７，３２３

人から平成１９年の３９，４５３人と増加傾向にあり、国民健康保険加入率も平成

１５年の３０．８０％から平成１９年の３２．６３％と増加している。（図１） 

 その被保険者の年齢構成数の推移では、平成１７年からは、６５歳未満が減少し、

６５歳以上の増加が大きくなっている。（図２） 

 平成１９年５月の年齢階級別被保険者数をみると、６５～６９歳をピークに５０

歳代後半～７０歳代にかけて集中しており、また、性別で比較すると、５０歳代後

半と６０歳代前半、８０歳以上で女性が男性に比べて多い状況がみられる。 

さらに、埼玉県の年齢階級別構成比と比較すると、鴻巣市の被保険者は５０歳代

を境として、若い年齢層は低いが、高齢者層の割合が高くなっていることがわかる。 

                               （図３・４） 
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図 ２　　　　被保険者年齢構成数の推移

10,805 10,929 10,877 10,506 10,134

12,447 12,852 12,897 12,615 12,164

8,768 8,979 9,346 9,753 10,339

5,303
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38,395 39,131 39,301 39,453
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平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（各年5月31日現在）

　　　　「旧鴻巣市H15についてはH15.8.31現在（国保連合会加入による）」

合　計

75歳～ 　

65～74歳

40～64歳

0～39歳

図 ３　　　　年齢階級別被保険者数
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6,000人

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年５月31日現在）

男性 女性

男性 376 420 489 524 811 836 932 880 646 626 810 1,301 2,183 2,825 2,395 1,526 826 335 122 22 1

女性 403 455 412 502 678 799 835 782 605 647 803 1,796 2,747 2,785 2,334 1,693 1,176 672 341 88 14

合計 779 875 901 1,026 1,489 1,635 1,767 1,662 1,251 1,273 1,613 3,097 4,930 5,610 4,729 3,219 2,002 1,007 463 110 15
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図 ４　　　　国民健康保険被保険者の年齢階級別構成比
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月31日現在）

鴻巣市

埼玉県

鴻巣市 1.98 2.22 2.28 2.60 3.77 4.14 4.48 4.21 3.17 3.23 4.09 7.85 12.50 14.22 11.99 8.16 5.07 4.04 

埼玉県 2.42 2.71 2.88 2.98 3.95 4.64 5.41 5.52 4.29 3.73 4.42 7.88 10.84 12.94 10.51 7.15 4.34 3.39 
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２２２２    生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの医療医療医療医療のののの状況状況状況状況 

 平成１９年５月診療分の被保険者(全年齢)の生活習慣病（新生物、虚血性心疾患、

脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、腎不全を指す）受診件数構成率

をみると、生活習慣病により医療機関を受診している者は、全体の約３割であり、

その医療費は約４割を占めている。また、平成１７年の死亡原因でも６割強を生活

習慣病が占めている状況がみられる。（図５・６・７） 

 

                                               

 

新生物

3%

糖尿病

4%

腎不全

1%

脂質異常症

2%

高血圧性疾

患

14%その他の疾

患（歯科含

む）

72%

脳血管疾患

2%

虚血性心疾

患

2%

     

脳血管疾患
5%

虚血性心疾
患
2%

高血圧性疾
患
7%

脂質異常症
1%

腎不全
8%

その他の疾患
（歯科含む）

62%

糖尿病
4%

新生物
11%

総医療費
10.7億円

（医科・歯科計）

                           

                             

図 ７　　　　　鴻巣市死因別死亡割合（平成１７年）

自殺
3.6%

不慮の事故
3.3%

悪性新生物
34.1%

肺炎
10.2%

心疾患
17.0%脳血管疾患

10.2%

腎不全
2.4%

高血圧性疾患
0.2%

糖尿病
1.6%

その他
15.5%

老衰
1.9%

資料：埼玉県保健統計年報（平成１７年）
 

図５ 生活習慣病受診件数構成率（全年齢） 図６ 生活習慣病医療費構成比（全年齢） 

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成 19 年 5月診療） 
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図 ８　　　　生活習慣病受診率の推移（全年齢）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（各年5月診療）

25.0%

26.0%
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28.0%

29.0%
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31.0%

生活習慣病計 27.3% 27.8% 28.8% 29.9%

高血圧性疾患 14.2% 14.6% 15.2% 15.9%

糖尿病 3.7% 3.7% 3.9% 4.0%

新生物 2.8% 3.1% 3.2% 3.3%

脂質異常症 2.5% 2.4% 2.4% 2.5%

脳血管疾患 1.8% 1.8% 1.8% 1.9%

虚血性心疾患 1.8% 1.7% 1.8% 1.7%

腎不全 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

生活習

慣病計

図 ９　　　　生活習慣病受診件数構成率（40～74歳）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）

男性 63.34 4.35 6.56 1.80 18.25 2.57 2.16 0.97

女性 69.59 3.04 3.83 3.96 16.92 1.01 1.24 0.41

その他（歯

科含）
新生物 糖尿病

脂質異常

症

高血圧性

疾患

虚血性心

疾患

脳血管疾

患
腎不全

 生活習慣病の受診率の推移をみると、平成１６年の２７．３％から平成１９年の

２９．９％と増加傾向にある。その内訳では、高血圧性疾患の割合が顕著に高く、

経年推移では、高血圧性疾患の増加、新生物と糖尿病の微増がみられる。（図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成１９年５月診療分（４０～７４歳）の生活習慣病の受診件数構成率は、男性

３６．７％、女性３０．４％を占め、そのうち高血圧性疾患の割合が特に高い。 

その生活習慣病診療費構成率をみると、男性５１．４％、女性３７．３％を占め

ており、内訳では新生物、腎不全、高血圧性疾患の割合が高くなっている。 

１人当たりの疾患別診療費も、新生物、腎不全、高血圧性疾患が高い状況がみら

れ、腎不全は件数は少ないが、１人当たりの診療費が高いことがわかる。 

                           （図９・１０・１１） 

   

 

 

 

 

＊ 受診率＝レセプト件数÷被保険者数×１００ 
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図 １１　　　　1人当たりの疾患別診療費（40～74歳）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）

男性　　 12,588 3,975 1,392 240 1,909 1,122 1,127 3,570

女性　　 13,947 2,870 786 463 1,906 178 567 1,515

その他（歯

科含）
新生物 糖尿病 脂質異常症

高血圧性疾

患

虚血性心疾

患
脳血管疾患 腎不全

図 １０　　　　生活習慣病診療費構成率（40～74歳）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）

男性 48.56 15.33 5.37 0.93 7.36 4.33 4.35 13.77

女性 62.74 12.91 3.54 2.08 8.57 0.80 2.55 6.81

その他（歯
科含）
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＊１人当たりの診療費＝診療費÷被保険者数 
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図 １２　　　　生活習慣病年齢階級別受診率
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）

男性 0.69 1.99 4.33 8.95 11.85 23.21 34.54 41.24 54.78 34.42 

女性 0.89 2.78 5.95 11.28 14.94 22.55 31.67 40.75 52.57 32.99 

20歳代以

下
30歳代 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

（再掲）40

～74歳

＊生活習慣病は新生物、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎不全、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症を指す

 平成１９年５月診療分の生活習慣病年齢階級別受診率をみると、生活習慣病によ

り医療機関を受診している者は、年齢が高くなるほど増加しており、７０～７４歳

では、男女とも被保険者の半数以上に達している。（図１２） 

その疾患年齢階級別受診率をみると、高血圧性疾患は加齢に伴い男女とも増加傾

向にあり、糖尿病では、男女とも５０歳代後半からの増加が大きい。脂質異常症で

は、女性の５０歳代後半から増加している状況がある。 

また、糖尿病・脂質異常症・高血圧性疾患とその重症化疾患である虚血性心疾患・ 

脳血管疾患・腎不全の年齢階級別受診率をみると、その重症化疾患の割合が女性に

比べて男性の方がかなり高くなっている。（図１３・１４・１５・１６） 
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図 １３　　糖尿病・脂質異常症・高血圧性疾患年齢階級別受診率（40～74歳・男性）
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2.00%

4.00%

6.00%

8.00%
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）
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15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

糖尿病 1.39 1.92 2.35 6.00 6.64 6.83 8.68 6.16

脂質異常症 0.62 0.80 0.99 1.31 1.37 2.12 2.42 1.69

高血圧性疾患 1.39 3.51 6.17 11.68 17.45 20.99 26.81 17.14

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計

高血圧糖尿病

脂質異常症

図 １４　　虚血性心疾患・脳血管疾患・腎不全年齢階級別受診率（40～74歳・男性）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）
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虚血性心疾患 0.00 0.48 0.37 0.85 2.06 3.12 4.59 2.41

脳血管疾患 0.00 0.48 0.62 1.08 2.02 2.41 3.55 2.03

腎不全 0.15 0.96 0.86 0.92 1.01 0.85 1.09 0.91

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計

虚血性心疾患
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図 １５　　糖尿病・脂質異常症・高血圧性疾患年齢階級別受診率（40～74歳・女性）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）
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35.00%

糖尿病 0.99 1.39 0.87 3.90 3.79 4.70 6.86 4.16

脂質異常症 0.50 2.16 0.75 2.78 5.10 5.06 6.43 4.30

高血圧性疾患 1.16 4.33 9.71 12.31 17.40 22.84 30.12 18.36

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計

糖尿病

脂質異常症

高血圧

図 １６　　虚血性心疾患・脳血管疾患・腎不全年齢階級別受診率（40～74歳・女性）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（平成19年5月診療）
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虚血性心疾患 0.00 0.31 0.25 0.22 0.95 1.83 1.84 1.09

脳血管疾患 0.17 0.15 0.25 0.61 0.80 2.05 2.70 1.34

腎不全 0.17 0.00 0.37 0.33 0.58 0.54 0.47 0.44

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計
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図 １７　　　　内臓脂肪症候群年齢階級別受診率の経年推移（40～74歳・男性）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（各年5月診療）

17年5月 3.5% 6.6% 10.4% 18.9% 23.6% 29.6% 38.3% 23.9%

18年5月 3.0% 7.1% 10.3% 17.0% 25.6% 29.8% 37.1% 24.2%

19年5月 3.4% 6.2% 9.5% 19.0% 25.5% 29.9% 37.9% 25.0%

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計

＊内臓脂肪症候群は糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患を指す

図 １８　　　　内臓脂肪症候群年齢階級別受診率の経年推移（40～74歳・女性）
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（各年5月診療）

17年5月 2.2% 5.9% 12.3% 18.7% 26.4% 33.0% 42.2% 25.8%

18年5月 3.2% 6.9% 12.8% 19.1% 27.6% 33.8% 42.4% 26.9%

19年5月 2.6% 7.9% 11.3% 19.0% 26.3% 32.6% 43.4% 26.8%

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 合計

＊内臓脂肪症候群は糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患を指す

 平成１７年５月から平成１９年５月診療分の内臓脂肪症候群（糖尿病、脂質異常

症、高血圧性疾患）年齢階級別受診率の経年推移では、男性の６０歳代前半、女性

の４０歳代後半と７０歳代前半で増加傾向がみられる。(図１７・１８) 

その疾患別年齢階級別受診率の経年推移をみると、糖尿病では男女とも５０歳代

後半、脂質異常症では女性の４０歳代後半、高血圧性疾患では男性の６０歳代前半、

女性の５０歳代前半と７０歳代前半の増加がみられている。（図１９～２４） 
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図 １９　　糖尿病年齢階級別受診率の経年推移

（40～74歳・男性）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

17年5月 1.7% 1.9% 2.4% 5.5% 6.1% 6.9% 8.6% 5.9%

18年5月 1.2% 1.9% 3.0% 4.5% 6.7% 6.7% 8.7% 5.9%

19年5月 1.4% 1.9% 2.3% 6.0% 6.6% 6.8% 8.7% 6.2%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計

図 ２０　　糖尿病年齢階級別受診率の経年推移

（40～74歳・女性）
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17年5月 0.2% 0.6% 1.9% 3.1% 3.7% 5.2% 7.1% 4.0%

18年5月 0.8% 1.1% 2.4% 2.9% 4.3% 5.5% 8.0% 4.5%

19年5月 1.0% 1.4% 0.9% 3.9% 3.8% 4.7% 6.9% 4.2%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計

図 ２１　　脂質異常症年齢階級別受診率の経年

推移(40～74歳・男性）
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17年5月 0.3% 0.9% 1.2% 1.0% 1.5% 2.3% 3.1% 1.8%

18年5月 0.5% 0.9% 1.3% 0.9% 1.3% 2.4% 2.5% 1.7%

19年5月 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 1.4% 2.1% 2.4% 1.7%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計

図 ２２　　脂質異常症年齢階級別受診率の経年

推移（40～74歳・女性）
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17年5月 0.8% 1.3% 1.8% 3.2% 4.9% 5.2% 6.2% 4.3%

18年5月 0.8% 1.5% 0.8% 3.6% 4.9% 5.3% 6.6% 4.4%

19年5月 0.5% 2.2% 0.7% 2.8% 5.1% 5.1% 6.4% 4.3%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計

図 ２３　　高血圧性疾患年齢階級別受診率の経年

推移（40～74歳・男性）
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17年5月 1.4% 3.8% 6.7% 12.4% 15.9% 20.3% 26.7% 16.2%

18年5月 1.4% 4.3% 6.0% 11.6% 17.6% 20.7% 25.9% 16.6%

19年5月 1.4% 3.5% 6.2% 11.7% 17.5% 21.0% 26.8% 17.1%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計 0%
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資料：埼玉県国民健康保険団体連合会（各年5月診療）

17年5月 1.3% 4.0% 8.6% 12.3% 17.8% 22.6% 28.9% 17.5%

18年5月 1.5% 4.4% 9.6% 12.6% 18.3% 23.0% 27.8% 17.9%

19年5月 1.2% 4.3% 9.7% 12.3% 17.4% 22.8% 30.1% 18.4%

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 合計

図 ２４　高血圧性疾患年齢階級別受診率の経年

　　　　 推移（40～74歳・女性）
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図 ２５　　　　被保険者の年齢階級別基本健康診査受診率（平成18年度）

0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

＊受診率＝基本健康診査受診者数÷国民健康保険被保険者数（平成18年6月30日現在）

男 13.1% 11.2% 14.0% 19.0% 31.4% 43.0% 48.1% 32.4% 3,483

女 19.0% 23.1% 27.6% 35.2% 48.3% 54.0% 52.7% 43.8% 5,098

計 15.9% 17.3% 20.7% 28.5% 40.7% 48.4% 50.4% 38.4% 8,581

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳
（再掲）40
～74歳

受診者
（人）

３３３３    基本健康診基本健康診基本健康診基本健康診査査査査のののの受診状況受診状況受診状況受診状況    

 ４０～７４歳の被保険者のうち、平成１８年度に実施した基本健康診査を受診し

た者は８，５８１人で、その受診率は３８．４％であった。女性に比べて男性の受

診率は約１１％低く、また、年齢が上がるにつれて受診率は高まるものの、４０～ 

５０歳代の受診率は女性では１０～３０％台、男性では１０％台という現状である。 

                               （図２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 計 

受診者 87人 71人 125人 260人 708人 1,150人 1,082人 3,483人 男 
性 被保険者 662人 633人 895人 1,369人 2,252人 2,677人 2,249人 10,737人 

受診者 111人 151人 238人 686人 1,313人 1,426人 1,173人 5,098人 女 

性 被保険者 585人 653人 862人 1,947人 2,719人 2,641人 2,226人 11,633人 

受診者 198人 222人 363人 946人 2,021人 2,576人 2,255人 8,581人 

計 

被保険者 1,247人 1,286人 1,757人 3,316人 4,971人 5,318人 4,475人 22,370人 

 

被保険者の年齢階級別基本健康診査有所見率（各検査項目が基準値以上の者の割

合）をみると、全体的に男性のほうが女性に比べて高い傾向がある。特にＢＭＩが

２５以上の者は、男性では４０～５０歳代前半の約４割に達している。 

また、血圧と糖代謝が男女とも４０歳以降年代が上がるとともに増加が目立って

いる状況があり、脂質は男性の４０～５０歳代が高い傾向が見られる。（図２６） 

資料：平成１８年度基本健康診査結果 
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＊基準値 ＢＭＩ ２５以上 

  血 圧 収縮期血圧130mmHg以上又は拡張期血圧85mmHg以上  

     脂 質 中性脂肪150mg/dl以上又はＨＤＬコレステロール40mg/dl未満 

     糖代謝 空腹時血糖100mg/dl以上又はＨbＡ1cの場合5.2％以上 

 

 被保険者における生活習慣病の医療の状況で、医療機関への受診者が５０～６０

歳代にかけて増加している状況と、上記の基本健康診査結果を合わせて考えると、

４０歳代からの肥満の傾向や検査数値に異常がみられ始めた時の働きかけが大切で

あることがわかる。 

と同時に、４０～５０歳代の健康診査受診率が低いことは大きな課題であり、今後、

特定健康診査実施率向上に向けての対策が重要となる。 

 

図 ２６   年齢階級別基本健康診査有所見率 

資料：平成１８年度基本健康診査結果 

全 体 

男 性 

女 性 
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第第第第２２２２章章章章    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施実施実施実施目標目標目標目標    

    

１１１１    目標目標目標目標設定設定設定設定のののの考考考考ええええ方方方方    

 鴻巣市においては、下表の国が示す基準（参酌標準）に即して平成２４年度の目

標値を設定し、各年度の目標値については健康診査や医療の状況など市の実情を踏

まえて目標設定する。 

〔目標値に関する国の参酌標準〕 

目標値の項目 平成２４年度の目標値 

(1) 特定健康診査の実施率 40～74歳の被保険者の特定健康診査の実施率を65 

％にする。 

(2）特定保健指導の実施率 当該年度に特定保健指導（動機付け支援及び積極

的支援）の対象とされた者に対する特定保健指導

の実施率を45％にする。 

(3) 内臓脂肪症候群の該当者 

及び予備群の減少率 

平成20年度と比較した内臓脂肪症候群の該当者及

び予備群の減少率を10％以上とする。 

    

２２２２    鴻巣市鴻巣市鴻巣市鴻巣市のののの達成達成達成達成目標目標目標目標    

    

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

特定健康診査 

実施率 
４５％ ５０％ ５５％ ６０％ ６５％ 

特定保健指導 

実施率 
２０％ ３０％ ３５％ ４０％ ４５％ 

内臓脂肪症候群

の該当者及び 

予備群の減少率 

基準年 ― ― ― １０％減少 
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３３３３    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施者数実施者数実施者数実施者数のののの推計推計推計推計    

（１）国民健康保険被保険者数の推計 

① 平成１５～１９年度までの国民健康保険被保険者数から国民健康保険加入の平

均伸び率を算出 

② 平成１９年度の人口（平成１９年３月３１日現在）に①の平均伸び率を乗じて、

国民健康保険被保険者数を推計 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

40～64歳 11,816人 11,665人 11,516人 11,369人 11,224人 

65～74歳 10,636人 11,094人 11,571人 12,069人 12,588人 

75歳以上 7,015人 7,296人 7,594人 7,910人 8,245人 

合 計 29,467人 30,055人 30,681人 31,348人 32,057人 

国
保
被
保
険
者
数 

40～74歳再掲 22,452人 22,759人 23,087人 23,438人 23,812人 

※本推計値は暫定値であり、今後変更される可能性がある。 

 

（２）特定健康診査実施者数の推計 

① 平成１８年度の基本健康診査実績を踏まえて、平成２０～２４年度の特定健康

診査実施率を設定 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実施率 45％ 50％ 55％ 60％ 65％ 

 

② 国民健康保険被保険者数に①の実施率を乗じて、特定健康診査実施者数を推計 

  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

40～64歳 5,317人 5,833人 6,334人 6,821人 7,296人 

65～74歳 4,786人 5,547人 6,364人 7,241人 8,182人 

実
施
者
数 

合 計 10,103人 11,380人 12,698人 14,062人 15,478人 

※ 本推計値は暫定値であり、今後変更される可能性がある。 
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（３）特定保健指導対象者数の推計 

① 特定健康診査実施者数に対する特定保健指導対象者の見込み数は、平成１８年

度の基本健康診査結果から推計することができない。そのため、特定健康診査実

施者数に、平成１６年度国民健康・栄養調査及びメタボリックシンドローム対策

総合戦略事業から推計した下表にある特定保健指導の対象者の発生率（全国）を

用いて算出する。 

〔 特定保健指導の対象者の発生率（全国） 〕 

 年 齢 動機付け支援 積極的支援 合 計 

40～64歳 11.8％ 24.6％ 36.4％ 
男 性 

65～74歳 27.6％ ― 27.6％ 

40～64歳 10.2％ 6.0％ 16.2％ 
女 性 

65～74歳 15.2％ ― 15.2％ 

40～64歳 11.0％ 15.2％ 26.2％ 
合 計 

65～74歳 21.0％ ― 21.0％ 

 

② 特定健康診査実施者数に①の発生率を乗じて、特定保健指導対象者数を推計 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

40～64歳 585人 642人 697人 750人 803人 

65～74歳 1,005人 1,165人 1,336人 1,521人 1,718人 
動機付

け支援 
合 計 1,590人 1,807人 2,033人 2,271人 2,521人 

40～64歳 808人 887人 963人 1,037人 1,109人 

65～74歳    ―    ―    ―    ―    ― 
積極的

支 援 
合 計 808人 887人 963人 1,037人 1,109人 

40～64歳 1,393人 1,529人 1,660人 1,787人 1,912人 

65～74歳 1,005人 1,165人 1,336人 1,521人 1,718人 合 計 

合 計 2,398人 2,694人 2,996人 3,308人 3,630人 

※ 本推計値は暫定値であり、今後変更される可能性がある。 
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（４）特定保健指導実施者数の推計 

① 平成２０～２４年度の特定保健指導実施率を設定 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

実 施 率 20％ 30％ 35％ 40％ 45％ 

 

② 特定保健指導対象者数に①の実施率を乗じて、特定保健指導実施者数を推計 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

40～64歳 117人 192人 244人 300人 361人 

65～74歳  201人   350人   468人  608人   773人 
動機付

け支援 
合 計 318人   542人   712人   908人 1,134人 

40～64歳 162人 266人 337人   415人 499人 

65～74歳    ―    ―    ―    ―    ― 
積極的

支 援 
合 計 162人 266人 337人   415人   499人 

40～64歳   279人   458人   581人   715人   860人 

65～74歳   201人   350人   468人   608人   773人 合 計 

合 計   480人   808人 1,049人 1,323人 1,633人 

※本推計値は暫定値であり、今後変更される可能性がある。 
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第第第第３３３３章章章章    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施実施実施実施    

 

１１１１    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    

（１）対象者 

鴻巣市国民健康保険被保険者のうち、実施年度中に４０歳以上７４歳以下の年齢

に達する者。 

なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者は、上記対象者から除く。 

（２）実施項目 

① 基本的な健康診査項目 

・質問項目（既往歴、服薬歴、喫煙習慣等） 

・身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） 

・理学的検査（身体診察） 

・血圧測定 

・血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

・肝機能検査 

（ＡＳＴ〔ＧＯＴ〕、ＡＬＴ〔ＧＰＴ〕、γ―ＧＴ〔γ－ＧＴＰ〕） 

・血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ1ｃ） 

・尿検査（尿糖、尿蛋白） 

 ② 詳細な健康診査項目…医師の判断による追加項目 

追加項目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（ヘマトクリ

ット値、血色素量及び

赤血球数の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

心電図検査    

（12誘導心電図） 

眼底検査 

前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧

及び腹囲等の全ての項目について、次の基準に該当した者 

・血 糖：空腹時血糖値100mg/dl以上          

又は ＨbＡ1c5.2％以上 

・脂 質：中性脂肪150mg/dl以上            

又は ＨＤＬコレステロール40mg/dl未満 

・血 圧：収縮期血圧130mmHg以上           

又は 拡張期血圧85mmHg以上 

・腹囲等：腹囲が男性85cm以上 女性90cm以上      

又は ＢＭＩが25以上 
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（３）実施場所 

   市内委託医療機関 

（４）実施時期 

   ６～１０月 

（５）自己負担額 

   特定健康診査を受診する者から自己負担額を徴収するものとする。 

（６）委託基準 

特定健康診査実施率向上を図るため、利用者の利便性に配慮した健康診査を実

施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が必要となる。 

一方で、委託先における健康診査の質を確保することが不可欠である。そのた

め、厚生労働大臣が告示にて定める特定健康診査の外部委託に関する基準に即し

て、以下のような委託基準を定める。 

① 人員に関する基準 

② 施設、設備等に関する基準 

③ 精度管理に関する基準 

④ 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

⑤ 運営等に関する基準 

（７）案内・周知方法 

特定健康診査受診券を対象者に送付する。特定健康診査を受診しようとする者

は、受診券及び国民健康保険被保険者証を提示することにより受診することがで

きるものとする。 

   その他、広報紙、ホームページ、国保だより等により周知を図る。 
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２２２２    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    

（１）対象者の選定と階層化 

《ステップ１》 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定 

(1) 腹 囲 男性85cm以上 女性90cm以上 

(2) 腹 囲 男性85cm未満 女性90cm未満 かつ ＢＭＩが25以上 

                            

 

《ステップ２》 

① 血 糖  空腹時血糖値100mg/dl以上 又は ＨbＡ1cの場合5.2％以上 

       又は 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

② 脂 質  中性脂肪150mg/dl以上 又は ＨＤＬコレステロール40mg/dl未満 

       又は 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

③ 血 圧  収縮期血圧130mmHg以上 又は 拡張期血圧85mmHg以上 

       又は 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 ④ 質問票 喫煙歴あり（①から③のリスクが１つ以上の場合にのみカウント） 

       

 

《ステップ３》 ステップ１、２から保健指導対象者をグループ分け 

(1)の場合  ①～④のリスクのうち 

        追加リスクが   ２以上の対象者は   積極的支援レベル 

                 １の対象者は     動機付け支援レベル 

                 ０の対象者は     情報提供レベル 

(2)の場合  ①～④のリスクのうち 

        追加リスクが   ３以上の対象者は   積極的支援レベル 

                 １又は２の対象者は  動機付け支援レベル 

                 ０の対象者は     情報提供レベル 

               

 

《ステップ４》 

・服薬中の者については、医療保険者による特定保健指導の対象者としない。 

・前期高齢者（65歳以上75歳未満）については、積極的支援の対象となった場合

でも動機付け支援とする。 
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（２）保健指導の内容 

① 情報提供 

自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と

関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健康診査結果の提供にあわ

せて、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供する。 

② 動機付け支援 

 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組み

を継続的に行うことができるようになることを目的とする。医師、保健師又は管

理栄養士等の面接による指導の下に行動計画を策定し、生活習慣の改善のための

取り組みに係る動機付けに関する支援を行うとともに、面接による指導を行った

者が行動計画の実績評価を行う。 

《具体的な内容》 

初 

回 

面 

接 

１人２０分以上の個別面接、又は１グループ（８名以下）８０分以上のグループ

面接により、以下の支援を行う。 

・生活習慣と特定健康診査の結果との関係の理解、生活習慣を振り返ること、内

臓脂肪症候群や生活習慣病に関する知識の習得及びそれらが対象者本人の生活

に及ぼす影響の認識等から、生活習慣の改善の必要性について説明する。 

・生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益について説明する。

・体重及び腹囲の計測方法や、食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な

指導を行う。 

・対象者の行動目標や実績評価の時期の設定と生活習慣を改善するために必要な

社会資源の活用を支援する。 

６
ヶ
月
後
の
評
価 

面接や電話等により、行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生

活習慣に変化が見られたかどうか評価を行う。 

③ 積極的支援 

 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組み

を継続的に行うことができるようになることを目的とする。医師、保健師又は管

理栄養士等の面接による指導の下に行動計画を策定し、対象者が生活習慣の改善

のために主体的に取り組むことができるように継続して支援を行うとともに、面

接による指導を行った者が行動計画の進捗状況評価と実績評価を行う。 
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《具体的な内容》 

初 

回 

面 

接 

１人２０分以上の個別面接、又は１グループ（８名以下）８０分以上のグループ

面接により、以下の支援を行う。 

・生活習慣と特定健康診査の結果との関係の理解、生活習慣を振り返ること、内

臓脂肪症候群や生活習慣病に関する知識の習得及びそれらが対象者本人の生活

に及ぼす影響の認識等から、生活習慣の改善の必要性について説明する。 

・生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益について説明する。

・体重及び腹囲の計測方法や、食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な

指導を行う。 

・対象者の行動目標や実績評価の時期の設定と生活習慣を改善するために必要な

社会資源の活用を支援する。 

３
ヶ
月
以
上
の
継
続
的
な
支
援 

初回面接後、３ヶ月以上継続的に個別面接、グループ面接や電話等により、以下

のような支援を行う。 

・生活習慣及び行動計画の実施状況に応じて、食事、運動等の生活習慣の改善に

必要な実践的な指導を行う。 

・対象者が実践している取組内容とその結果についての評価を行い、必要な時は

行動目標及び行動計画の再設定を行う。 

・行動計画の実施状況の確認、行動計画に掲げた取り組みを維持するための励ま

しや賞賛を行う。 

６
ヶ
月
後
の
評
価 

面接や電話等により、行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生

活習慣に変化が見られたかどうか評価を行う。 

 

（３）特定保健指導対象者の重点化 

階層化基準に基づき選定した対象者が多数の場合、生活習慣の改善により期待で

きる予防効果などを考慮し、以下の優先順位をもとに絞込みを行う。 

・年齢が比較的若い対象者 

・健康診査結果の保健指導レベルが情報提供レベルから動機付け支援レベル、動機

付け支援レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健康診査結果が前年度と

比較して悪化している対象者 

・質問項目の回答により、生活習慣改善の必要性が高い対象者 

・前年度、積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわらず保健指導

を受けなかった対象者 
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（４）実施場所 

市内委託医療機関及び市内施設 

（５）実施期間 

特定健康診査結果に基づき、特定健康診査が終了した概ね翌々月から随時実施 

（６）自己負担額 

   特定保健指導の自己負担額は、無料とする。 

（７）委託基準 

特定保健指導実施率向上を図るため、利用者の利便性に配慮した保健指導を実

施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が必要となる。 

一方で、委託先における保健指導の質を確保することが不可欠である。そのた

め、厚生労働大臣が告示にて定める特定保健指導の外部委託に関する基準に即し

て、以下のような委託基準を定める。 

① 人員に関する基準 

② 施設、設備等に関する基準 

③ 特定保健指導の内容に関する基準 

④ 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

⑤ 運営等に関する基準 

（８）案内・周知方法 

特定保健指導利用券を対象者に送付する。特定保健指導を利用しようとする者

は、利用券及び国民健康保険被保険者証を提示することにより利用することがで

きるものとする。 

その他、広報紙、ホームページ、国保だより等により周知を図る。 
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３３３３    実施実施実施実施におけるにおけるにおけるにおける年間年間年間年間スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 

 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 健康診査対象者の抽出   

５月 受診券等の印刷・送付   

６月 健康診査開始   

７月 健康診査データ受取 保健指導対象者の抽出  

８月  利用券等の印刷・送付 

保健指導開始 

代行機関との費用

決済の開始 

９月    

10月 健康診査の終了   

11月    

12月    

１月    

２月    

３月    

４月    

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

10月   健康診査・保健指導

データ抽出 

実施率等の実施実績

の算出 

11月   支払基金への報告 
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第第第第４４４４章章章章    特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等特定健康診査等のののの記録記録記録記録のののの管理管理管理管理とととと個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

 

１１１１    特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査・・・・特定特定特定特定保健指導保健指導保健指導保健指導ののののデータデータデータデータ管理及管理及管理及管理及びびびび保存保存保存保存    

特定健康診査・特定保健指導のデータ管理及び費用決済業務については、埼玉県

国民健康保険団体連合会に委託する。 

特定健康診査等のデータは管理者を定め、電子的標準形式により管理保存し、そ

の保存期間は特定健康診査受診の翌年４月１日から５年間とする。 

 なお、被保険者が他の医療保険者の加入者となったときの保存期間は、他の医療

保険者の加入者となった年度の翌年度末日とする。 

 

２２２２    他他他他のののの健康診査等健康診査等健康診査等健康診査等のののの記録記録記録記録のののの受領方法受領方法受領方法受領方法    

    労働安全衛生法に基づく事業主健康診査等を受診したものの記録については、特

定健康診査の受診案内送付時等に結果受領についての案内をし、本人から個別に鴻

巣市国民健康保険に提出することの協力を得る。 

 

３３３３    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護    

（１）個人情報保護法及び同法に基づくガイドライン等の遵守 

特定健康診査・特定保健指導により得る健康情報の取扱いについては、個人情報

保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた上で対応する。 

 また、委託事業者との契約の際には、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁

止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を管理していく。 

（２）守秘義務規定の周知徹底 

 「国民健康保険法」、「高齢者の医療の確保に関する法律」及び「鴻巣市個人情

報保護条例」に規定されている守秘義務規定について、周知徹底を図る。 
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第第第第５５５５章章章章    特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画特定健康診査等実施計画のののの評価及評価及評価及評価及びびびび見直見直見直見直しししし    

 

１１１１    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について評価を行うことであり、

有病者や予備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などで評価されるものである。 

 その成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定される。 

 そこで、最終評価のみではなく、健康診査結果や生活習慣の改善状況などの短期

間で評価ができる事項についても評価を行っていく。 

 なお、評価方法としては 

 ①「個人」を対象とした評価方法 

 ②「集団」として評価する方法 

 ③「事業」としての評価方法 

以上それぞれについて評価を行うとともに、事業全体を総合的に評価する。 

 

２２２２    具体的具体的具体的具体的なななな評価評価評価評価    

（１）ストラクチャー（構造） 

 保健指導に従事する職員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実

施に係る予算、施設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況。 

（２）プロセス（過程） 

 保健指導の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設

定、指導手段（コミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記録

状況、対象者の満足度。 

（３）アウトプット（事業実施量） 

健康診査実施率、保健指導実施率、保健指導の継続率。 

（４）アウトカム（結果） 

肥満度や血液検査などの健康診査結果の変化、糖尿病等の有病者・予備群、死亡

率、要介護率、医療費の変化。 

 

３３３３    評価評価評価評価のののの実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者    

 個人に対する保健指導の評価は保健指導実施者（委託事業者を含む）が実施責任

者となる。 

 集団に対する保健指導の評価は、保健指導実施者（委託先を含む）及び医療保険

者である鴻巣市が、評価の実施責任者となる。 

 事業としての保健指導の評価は、「健康診査・保健指導」事業を企画する立場に
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ある鴻巣市がその評価の責任を持つこととする。 

 最終評価については、健康診査・保健指導の成果として、対象者全体における生

活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、鴻巣市が実施責

任者となる。 

 

４４４４    報告及報告及報告及報告及びびびび見直見直見直見直しししし 

 保険運営の健全化の観点から、必要に応じて鴻巣市国民健康保険運営協議会に進

捗状況等を報告し、状況に応じて、特定健康診査等実施計画を見直すこととする。 
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第第第第６６６６章章章章    そのそのそのその他他他他円滑円滑円滑円滑なななな事業事業事業事業実施実施実施実施のためののためののためののための事項事項事項事項    

 

１１１１    がんがんがんがん検診等検診等検診等検診等とのとのとのとの連携連携連携連携    

鴻巣市が実施する各種がん検診等や介護保険法に基づいて実施する生活機能評価

についても、関係各課と連携を図りながら、国民健康保険被保険者が利用しやすい

体制を目指す。 

 

２２２２    後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者のののの健康診査健康診査健康診査健康診査    

 ７５歳以上の後期高齢者の健康診査は、医療保険者である埼玉県後期高齢者医療

広域連合からの委託により、鴻巣市国民健康保険が実施する特定健康診査等の体制

を利用して実施する。 
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１１１１    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの医療医療医療医療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

 

（特定健康診査等基本指針） 

第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病

に関する健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果に

より健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保

健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが

行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指

針（以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施方

法に関する基本的な事項 

二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 

三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の

作成に関する重要事項 

３ 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針

と調和が保たれたものでなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

５ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表するものとする。 

 （特定健康診査等実施計画） 

第十九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期と

して、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」とい

う。）を定めるものとする。 

２ 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 

 二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 

 三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必

要な事項 

３ 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 （特定健康診査） 

第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるとこ
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ろにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、

加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出

を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送

付を受けたときは、この限りでない。 

 （他の法令に基づく健康診断との関係） 

第二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）

その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は

受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康

診査の全部又は一部を行ったものとする。 

２ 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診

査に相当する健康診断を実施する責務を有する者（以下「事業者等」という。）は、

当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委

託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わ

なければならない。 

 （特定健康診査に関する記録の保存） 

第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行ったときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければな

らない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若し

くは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の規定に

より特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合におい

ても、同様とする。 

 （特定健康診査の結果の通知） 

第二十三条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた

加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第二十六条第

二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同

様とする。 

 （特定保健指導） 

第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、特定保健指導を行うものとする。 

 （特定保健指導に関する記録の保存） 

第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行ったときは、厚生労働省

令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならな

い。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第

二十七条第三項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合
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においても、同様とする。 

 （特定健康診査等に関する記録の提供） 

第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入

していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定

健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 

２ 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚

生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業

者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう

求めることができる。 

３ 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康

診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働

省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 

 （確定後期高齢者支援金） 

第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、前々年度における

すべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定める

ところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除し

て得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保

険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得

た額とする。 

２ 前項の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二

項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、

百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。 
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２２２２    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査のののの外部委託外部委託外部委託外部委託にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

 

① 人員に関する基準 

・特定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確

保されていること。 

・常勤の管理者が置かれていること。 

② 施設、設備等に関する基準 

・特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。 

・検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備

等が確保されていること。 

・救急時における応急処置のための体制が整っていること。 

・健康増進法第２５条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること。 

③ 精度管理に関する基準 

・特定健康診査の項目について内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保

証されていること。 

・外部精度管理を定期的に受け、検査値の精度が保証されていること。 

・特定健康診査の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられる

よう必要な体制が整備されていること。 

・特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１条第１項各号に掲げる項

目のうち、検査の全部又は一部を外部に再委託する場合には、再委託を受けた事

業者において以上の措置が講じられるよう適切な管理を行うこと。 

④ 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準 

・特定健康診査に関する記録を電磁的方法により作成し、保険者に対して当該記録

を安全かつ速やかに提出すること。 

・特定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健康

診査の結果の経年管理に資する形式により行われるようにすること。 

・特定健康診査に関する記録の保存及び管理が適切になされていること。 

・高齢者の医療の確保に関する法律第３０条に規定する秘密保持義務を遵守するこ

と。 

・個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。 

・保険者の委託を受けて特定健康診査の結果を保存する場合には、医療情報の安全

管理を徹底すること。 

・特定健康診査の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健康診査の

結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の



 

 - 38 - 

範囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個

人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

⑤ 運営等に関する基準 

・特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健康診

査を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよ

う取り組むこと。 

・保険者の求めに応じ、保険者が特定健康診査の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 

・特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の

資質の向上に努めること。 

・特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。 

・保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

・運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の

概要を、保険者及び特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法により、幅広

く周知すること。 

＊事業の目的及び運営の方針 

＊従業者の職種、員数及び職務の内容 

＊特定健康診査の実施日及び実施時間 

＊特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額 

＊事業の実施地域 

＊緊急時における対応 

＊その他運営に関する重要事項 

・特定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等

から求められたときは、これを提示すること。 

・特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとと

もに、特定健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこ

と。 

・虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

・特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付

けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

・従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 
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３３３３    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導のののの外部委託外部委託外部委託外部委託にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

 

① 人員に関する基準 

・特定保健指導の業務を統括する者が、常勤の医師、保健師又は管理栄養士である

こと。 

・常勤の管理者が置かれていること。 

・動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行

動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価を行う者は、医師、保

健師又は管理栄養士（平成２４年度末までは、保健指導に関する一定の実務の経

験を有する看護師を含む）であること。 

・積極的支援において、積極的支援対象者ごとに、特定保健指導支援計画の実施に

ついて統括的な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士（平成２４年度末までは、

保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師を含む）が決められているこ

と。 

・動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極

的支援対象者に対する食生活に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士

（平成２４年度末までは、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師を

含む）又は特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項第２

号及び第８条第１項第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指

導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者（以下「実

践的指導実施者基準」という。）第１に規定する食生活の改善指導に関する専門

的知識及び技術を有すると認められる者により提供されること。また、食生活に

関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指

導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保しているこ

とが望ましいこと。 

・動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極

的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士

（平成２４年度末までは、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師を

含む）又は実践的指導実施者基準第２に規定する運動指導に関する専門的知識及

び技術を有すると認められる者により提供されること。また、運動に関する実践

的指導を自ら提供する場合には、運動指導に関する専門的知識及び技術を有する

と認められる者を必要数確保していることが望ましいこと。 

・動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業の再委託先や他

の健康増進施設等と必要な連携を図ること。 
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・特定保健指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護

協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ましいこと。 

・特定保健指導の対象者が治療中の場合には、統括的な責任を持つ者が必要に応じ

て当該対象者の主治医と連携を図ること。 

② 施設、設備等に関する基準 

・特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。 

・個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等

が確保されていること。 

・運動に関する実践的指導を行う場合には、救急時における応急処置のための体制

が整っていること。 

・健康増進法第２５条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること。 

③ 特定保健指導の内容に関する基準 

・特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第１項及び第８条第１

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法に準拠したもの

であり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性並びに地域

及び職域の特性を考慮したものであること。 

・具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラムは、保険者に提示され、保険

者の了解が得られたものであること。 

・最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取り

組むこと。 

・個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護され

る場所で行われること。 

・委託契約の期間中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内容

について相談があった場合は、相談に応じること。 

・特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健指導を

中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づいた適切かつ積

極的な対応を図ること。 

④ 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

・特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、保険者に対して当該記録

を安全かつ速やかに提出すること。 

・保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具

体的な指導の内容、フォローの状況等を保存する場合には、これらを適切に保存

し、管理すること。 

・高齢者の医療の確保に関する法律第３０条に規定する秘密保持義務を遵守するこ
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と。 

・個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。 

・保険者の委託を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、医療情報の安全

管理を徹底すること。 

・インターネットを利用した支援を行う場合には、医療情報の安全管理を徹底し、

次に掲げる措置等を講じることにより、外部への情報漏洩、不正アクセス、コン

ピュータ・ウイルス の侵入等を防止すること。 

＊秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識別のための認証並

びにリモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。 

＊インターネット上で特定保健指導の対象者が入手できる情報の性質に応じて、パ

スワードを複数設けること。 

＊インターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける

ことについては、必ず本人の同意を得ること。 

＊本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデータは、インター

ネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける者の特定

健康診査の結果のデータとは別の場所に保存することとし、外部から物理的にア

クセスできないようにすること。 

・特定保健指導の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定保健指導の

結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の

範囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個

人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。 

⑤ 運営等に関する基準 

・特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定保健指

導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよ

う取り組むこと。 

・保険者の求めに応じ、保険者が特定保健指導の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 

・特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定保

健指導を行う地位を利用した不当な推奨、販売等を行わないこと。 

・特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資

質の向上に努めること。 

・特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。 

・保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、

再委託先との契約においてこの基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 
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・運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の

概要を、保険者及び特定保健指導の利用者が容易に確認できる方法により、幅広

く周知すること。 

＊事業の目的及び運営の方針 

＊統括者の氏名及び職種 

＊従業者の職種、員数及び職務の内容 

＊特定保健指導の実施日及び実施時間 

＊特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額 

＊事業の実施地域 

＊緊急時における対応 

＊その他運営に関する重要事項 

・特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指導の利用者等か

ら求められたときは、これを提示すること。 

・特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うととも

に、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。 

・虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

・特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付

けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

・従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

・保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、以下の事項を遵守するこ

と。 

＊委託を受けた業務の全部又は主たる部分を再委託してはならないこと。 

＊保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの基準に掲げる事項を遵守

することを明記すること。 

＊保険者への特定保健指導の結果報告等に当たっては、再委託した分も含めて一括

して行うこと。 

＊再委託先及び再委託する業務の内容を運営についての重要事項に関する規程に明

記するとともに、当該規程の概要にも明記すること。 

＊再委託先に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、保険者に対し、再委託す

る業務の責任を負うこと。 
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４４４４    特定健康診特定健康診特定健康診特定健康診査受診券査受診券査受診券査受診券    

    

    

    

    

    
    
    

特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査受診券受診券受診券受診券    

平成  年  月  日交付 

受 診 券 整 理 番 号 ××××××××××× 

氏 名  

性 別 × 

生 年 月 日 （※和暦表記） 

 

有 効 期 限 平成  年  月  日 

 

健 診 内 容 実施項目 窓口の自己負担額 備    考 

基 本 項 目    特
定
健
診 

詳 細 項 目 
※ 

   

追 加 項 目    そ
の
他 生 活 機 能

評 価 
   

 
※詳細項目は備考欄に記載のあるものを実施。ただし、貧血
検査については既往歴のある者又は医師の判断で実施。 
    

住 所 鴻巣市中央１番１号 

電 話 番 号 ０４８－５４１－１３２１ 

番 号   １ １ ０ １ ７ １ 

保

険

者 名 称 鴻 巣 市 

 

 

 

     

支払代行機関番号  

支 払 代 行 機 関 名 埼玉県国民健康保険団体連合会 

    

 

 

 

（公印） 

〒×××－×××× 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 

 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
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特定健康診査受診上特定健康診査受診上特定健康診査受診上特定健康診査受診上のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    

    

１．特定健康診査を受診するときには、受診券と被保険者証を窓口に提出してください。

どちらか一方だけでは受診できません。 

 

２．特定健康診査は受診券に記載してある有効期限内に受診してください。 

 

３．特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保険者において

保存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、ご了承の上、受診願います。ま

た、この券で受診する追加項目等についても同様です。 

 

４．健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国への実

施結果報告として匿名化され、部分的に提供されますので、ご了承の上受診願います。 

 

５．被保険者の資格が無くなったときは、この券を使用しての受診はできません。すみ

やかにこの券を保険者にお返しください。 

 

６．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることも

あります。 

 

７．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出して訂正を受け

てください。 
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５５５５    特定保健指導利用券特定保健指導利用券特定保健指導利用券特定保健指導利用券    

    

    

    

    

    
    
    

特定特定特定特定保健指導利用券保健指導利用券保健指導利用券保健指導利用券    

平成  年  月  日交付 

利 用 券 整 理 番 号 ××××××××××× 

氏 名  

性 別 × 

生 年 月 日 （※和暦表記） 

 

有 効 期 限 平成  年  月  日 

 

特定保健指導区分 窓口の自己負担額 備    考 

   

 

 

 

 

 

住 所 鴻巣市中央１番１号 

電 話 番 号 ０４８－５４１－１３２１ 

番 号   １ １ ０ １ ７ １ 

保

険

者 名 称 鴻 巣 市 

 

 

 

     

支払代行機関番号  

支 払 代 行 機 関 名 埼玉県国民健康保険団体連合会 

    

 

 

 

（公印） 

〒×××－×××× 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 

 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
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特定特定特定特定保健指導利用上保健指導利用上保健指導利用上保健指導利用上のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    

    

１．特定保健指導を利用するときには、利用券と被保険者証を窓口に提出してください。

どちらか一方だけでは利用できません。 

 

２．医療機関に受診中の場合、主治医に特定保健指導を受けてもよいかどうかを確認し

てください。 

 

３．特定保健指導は利用券に記載してある有効期限内に利用してください。 

 

４．特定保健指導の実施結果は、保険者において保存し、必要に応じ、次年度以降の保

健指導等に活用しますので、ご了承の上、保健指導を利用願います。 

 

５．保健指導結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国へ

の実施結果報告として匿名化され、部分的に提供されますので、ご了承の上利用願い

ます。 

 

６．被保険者の資格が無くなったときは、この券を使用しての保健指導は受けられませ

ん。すみやかにこの券を保険者にお返しください。 

 

７．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることも

あります。 

 

８．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出して訂正を受け

てください。 
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６６６６    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする規定規定規定規定    

 

国民健康保険法（平成２０年４月１日施行分） 

第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理

由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

高齢者の医療の確保に関する法律（平成２０年４月１日施行） 

 （秘密保持義務） 

第三十条 第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者

（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの者

であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしては

ならない。 

第百六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。 

 

鴻巣市個人情報保護条例（平成１８年１月１日施行） 

第１２条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は第

１０条第２項各号の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しては

ならない。 

 

 

 

 

 


